
学校法人大阪滋慶学園 
鳥取市医療看護専門学校学則（抜粋） 

 

第１章  総  則 

（目 的） 

第１条 学校法人大阪滋慶学園 鳥取市医療

看護専門学校は、専門課程を設置し、そのもと

で社会に役立つ医療福祉の専門家としての知

識及び技術を教授し、社会に貢献し得る有能な

人材を育成することを目的とする。 

（名 称） 

第２条 本校は学校法人 大阪滋慶学園 鳥

取市医療看護専門学校という（以下「本校」と

いう。）。 

（位 置） 

第３条 本校は、鳥取県鳥取市東品治町１０３

－２に位置する。 

 

第２章  課程、学科及び修業年限並びに休業日 

（課程、学科、修業年限、定員、学級数） 

第４条 本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は次の通りとする。 

課    程 学 科 修業年限 入学定員 学級数 総定員 備 考 

医療専門課程 看 護 学 科 ３ 年 ８０名 ６ ２４０名 昼 間 

医療専門課程 理学療法士学科 ３ 年 ４０名 ３ １２０名 昼 間 

医療専門課程 作業療法士学科 ３ 年 ４０名 ３ １２０名 昼 間 

医療専門課程 医療福祉総合学科 ２ 年 ４０名 ２ ８０名 昼 間 

２ 看護学科は、保健師助産師看護師法第２１条第３号に規定する者を養成する学科とする。 

３ 理学療法士学科は、理学療法士及び作業療法士法第１１条第１号に規定する者を養成する学科

とする。 

４ 作業療法士学科は、理学療法士及び作業療法士法第１２条第１号に規定する者を養成する学科

とする。 

５ 在学年限は、各学科の修業年限の２倍とする（休学期間は除く）。 

 

（学年、学期） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３

１日に終わる。 

２ 学年は学期に区分し、前期は４月１日から９

月３０日まで、後期は１０月１日から翌年３

月３１日までとする。 

３ 必要がある場合、管理運営者会議の議を経て

学校長が前項に定める前期の終期および後

期の始期を変更する。 

（休業日） 

第６条 本校において授業を行わない日（以下

「休業日」という。）は次のとおりとす

る。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日 

（３）春季休業 １週間以上 

（４）夏季休業 １週間以上 

（５）冬季休業 １週間以上 

（６）学校創立記念日（１１月１日） 

２ 季節休業期間については、管理運営者会議の

議を経て学校長が定める日とする。 



 

３ 前項の規定にかかわらず、事務局長・事務局

次長が特に必要あると認められるときは、臨

時に休業を行い、または休業日に授業を行う。 

 

第３章  入学、休学、復学、転学・転入学、 

退学及び除籍 

（入学時期） 

第７条 本校の入学時期は、学年の初めとする。 

（入学資格） 

第８条 本校に入学できる者は次に掲げる各項

に定められた者で、入学試験に合格した後、所

定の手続きを行った者とする。 

２ 看護学科、理学療法士学科、作業療法士学科、

医療福祉総合学科に入学できる者は、学校教育

法（昭２２年法律第２６号）第９０条第１項の

規定により大学に入学することの出来る次の

各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業し

た者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修

了した者（通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者

を含む） 

（３）外国において、学校教育における１２年

の課程を修了した者またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の

課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１

７年文部科学省令１号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（旧規定

による大学入学資格検定に合格した者

を含む） 

（７）本校において、個別の入学資格審査によ

り、高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められた者で、１８歳に

達した者 

（入学の出願） 

第９条 本校へ入学を志願する者は、所定の期日

までに入学志願書、入学検定料等、当該年度の

学生募集要項に掲げる書類を添えて願い出る。 

（入学者の選考） 

第１０条 前条の入学志願者に対しては、入学試

験により選考を行う。 

２ 入学試験に関する必要な事項は、「入学試験

に関する規程」に定める。 

（入学手続及び入学許可） 

第１１条 前条の選考により合格し、入学の許可

を受けようとする者は、所定の期日までに保証

人連署の誓約書を提出し、所定の入学金、授業

料等も納付しなければならない。 

２ 保証人は次のとおりとし、保証人を変更する

場合若しくは保証人の住所が変更となった場

合は速やかに所定の書類を提出しなければな

らない。 

（１）第１保証人は親権者または後見人である

者 

（２）第２保証人は鳥取県下若しくはその周辺

に居住し、独立の生計を営む者、又は管

理運営者会議の議を経て学校長が適当と

認める者 

３ 学校長は、前項の手続きを完了した者に入学

を許可する。なお、入学を許可された者が次の

各号の一に該当する場合は管理運営者会議の

議を経て入学許可を取り消す。 

（１）疾病その他の理由により入学指定の日か

ら７日以内に登校しないとき 

（２）入学志願書、その他の提出書類に虚偽の

記載があるとき 

（休 学） 

第１２条 学生が疾病その他の特別な理由によ

り、休学しようとするときは、診断書または保

証人の事由書を添付して、所定の休学願を学校

長に提出し、管理運営者会議の議を経てその許

可を受けなければならない。 

２ 学校長は疾病その他の特別な理由により、修

学することが不適当と認められる学生に対し

て、管理運営者会議の議を経て休学を命ずる。 



 

３ 休学期間は１年以内とする。但し、次の各号

の一に該当する場合はその期間を延長する。 

（１）１項の許可を得た学生が延長願を提出し

た場合において、管理運営者会議の議を

経て学校長が特別な理由があると認め

るとき 

（２）２項により休学を命じた場合において、

学校長が管理運営者会議の議を経て引

続き休学させる必要があると認めると

き 

４ 休学期間は在学年限に算入しない。 

（復 学） 

第１３条 休学期間満了又は休学期間内であっ

ても、その事由が消滅した者で復学を希望する

ときは、医師の診断書又は保護者の事由書を添

付して、所定の復学願を学校長に提出し、許可

を受けなければならない。 

（転学・転入学） 

第１４条 在学中に看護学科、理学療法士学科、

作業療法士学科において他の養成所へ転学を

希望する者は、その理由を明記した転学願を提

出し、管理運営者会議の議を経て学校長の許可

を得なければならない。 

２ 本校の看護学科、理学療法士学科、作業療法

士学科においては他の養成所から本校への転

入学を希望する者がある場合、欠員のある場合

に限り、管理運営者会議の議を経て、これを許

可する場合がある。 

３ 前項の規定により転入学を許可された者の

既に修得した授業料目及び単位数の取扱い並

びに在学すべき年数については、管理運営者会

議の議を経て学校長が決定する。 

（退学及び除籍） 

第１５条 自ら退学しようとする者は、その事由

を記した書類を添えた退学願を学校長に提出

し、その許可を受けなければならない。 

２ 学校長は、次の号に該当する学生に対して管

理運営者会議の議を経て、退学を命じる。 

（１）第４条第５項に規定する在学期間を超え

た者 

３ 学校長は、次の各号に該当する学生を管理運

営者会議の議を経て除籍する。 

（１）疾病、その他の事由により、就学の見込

がなくなった者 

（２）正当な理由がなく授業料等の納付を怠り、

督促してもなお納入しない者 

４ 退学者及び除籍者が既に履修した単位につ

いては認定する。 

 

第４章  教育課程、授業時間数、教員組織及び

運営 

（授業科目及び授業時間数） 

第１６条 学校教育法第１２４条の専修学校制

度により、授業時間数は年８００時間以上とし、

教育課程は別表１のとおりとする。 

（授業時間数の単位数への換算） 

第１７条 本校の授業科目の授業時間数を単位

数に換算する場合においては、原則として授業

形態により次の基準で計算する。 

（１）講義および演習は、１５時間から３０時

間までの範囲で定める時間の授業をも

って１単位とする。 

（２）実験、実技及び実習については、３０時

間から４５時間までの範囲で、本校が定

める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）臨地実習については、看護学科は、３０

時間から４５時間までの実習をもって

１単位とし、その他の学科は、４０時間

の実習をもって１単位とする。 

２ 看護学科、理学療法士学科、作業療法士学科

については、厚生労働省の定める「養成施設指

導要領」の授業に関する事項（単位計算方法）

に基づくものとする。 

（入学前の授業科目の履修等） 

第１８条 本校は、次の号に掲げる場合に、個々

の既修の学習内容を評価し、本課程における教

育内容に相当するものと認められる場合には、

総取得単位数の２分の１を超えない範囲で、管

理運営者会議の議を経て、本校入学前の既履修

科目を本校の授業科目の履修とみなすことが



 

できる。 

（１）学校教育法に基づく大学若しくは高等専

門学校又は旧大学令（大正７年勅令第３

８８号）に基づく大学 

（２）歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４

号）第１２条第１号の規定により指定さ

れている歯科衛生士学校又は同条第２

号の規定により指定されている歯科衛

生士養成所 

（３）診療放射線技師法（昭和２６年法律第２

２６号）第２０条第１号の規定により指

定されている学校又は診療放射線技師

養成所 

（４）臨床検査技師等に関する法律（昭和３３

年法律第７６号）第１５条第１号の規定

により指定されている学校又は臨床検

査技師養成所 

（５）理学療法士及び作業療法士法（昭和４０

年法律第１３７号）第１１条第１号若し

くは２号の規定により指定されている

学校若しくは理学療法士養成施設又は

同法第１２条第１号若しくは第２号の

規定により指定されている学校若しく

は作業療法士養成施設 

（６）視能訓練士法（昭和４６年法律第６４号）

第１４条第１号又は第２号の規定によ

り指定されている学校又は視能訓練士

養成所 

（７）臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０

号）第１４条第１号、第２号又は第３号

の規定により指定されている学校又は

臨床工学技士養成所、義肢装具士法（昭

和６２年法律第６１号）第１４条第１号、

第２号又は第３号までの規定により指

定されている学校又は義肢装具士養成

所 

（８）救命救急士法（平成３年法律第３６号）

第３４条第１号、第２号又は第４号の規

定により指定されている学校又は救命

救急士養成所 

（９）言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号）

第３３条第１号、第２号、第３号又は第

５号の規定により指定されている学校

又は言語聴覚士養成所 

２ 前項に関わらず、社会福祉士及び介護福祉士

法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項

第１号の規定に該当する者で、本課程に入学し

た者の単位の認定については、社会福祉士及び

介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省

令（平成２０年厚生労働省令第４２号）による

改正前の社会福祉士介護福祉士養成施設指定

規則（昭和６２年厚生省令第５０号）別表４に

定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養

成施設指定規則別表４若しくは社会福祉士介

護福祉士学校指定規則（平成２０年文部科学

省・厚生労働省令第２号）別表４に定める「人

間と社会」の領域に限り、本人からの申請に基

づき、個々の既修の学習内容を評価し、本課程

における教育内容に相当すると認められる場

合には、当該科目に相当する科目を本校におい

て履修したとみなすことができる。 

（授業の方法による履修等） 

第１９条 本校においては、文部科学大臣が定め

るところ（平成１７年第６４１号告示）による、

多様なメディアを高度に利用しての教室等以

外の場所で行った授業については履修科目と

みなさない。 

（始業及び終業） 

第２０条 本校看護学科、理学療法士学科、作業

療法士学科、医療福祉総合学科の始業及び終業

の時刻は、午前９時から午後４時２０分までと

する。 

（教職員組織） 

第２１条 本校に次の教職員を置く。 

（１）学校長            １名 

（２）副学校長           １名 

 （３）学科長（教務主任）    各科１名 

 （４）副学科長（実習調整者）  各科１名 

 （５）専任教員    看護学科１２名以上 

（学科長、副学科長含む） 



 

            理学療法士学科６名 

            作業療法士学科６名 

           医療福祉総合学科３名 

 （６）実習指導教員   看護学科１名以上 

 （７）講師          ４０名以上 

 （８）事務局長           １名 

 （９）事務局次長          １名 

 （10）事務部長           １名 

 （11）事務課長           １名 

 （12）事務職員         各科１名 

 （13）司書             １名 

 （14）校医             １名 

 （15）カウンセラー         １名 

２ 組織及び教職員に関しての必要な事項は、

「組織及び教職員に関する規程」に定める。 

（学校の運営） 

第２２条 本校の運営を円滑にするため、会議に

ついては「会議規程」に定める。 

２ 本校の教育理念に基づいた目的、目標を達成

するため、教育研究活動等の状況について自ら

点検及び評価を行う。点検及び評価に関するこ

とは「自己点検・自己評価に関する規程」に定

める。 

３ 本校の運営を円滑にし、その評価を適切に行

うために必要な文書管理を行う。学科運営に必

要な文書管理に関することは「文書管理規程」

に定める。 

 

第５章  成績の評価、修了・卒業の認定 

（成績の評価） 

第２３条 授業科目の成績評価は、看護学科、理

学療法士学科、作業療法士学科、医療福祉総合

学科で定める試験、実習の成果、履修状況等を

総合的に勘案して行う。また、各科目の授業時

間数の３分の１以上欠席した者は、その科目に

ついて評価を受けることができない。 

２ 成績の評価に必要な事項は「履修規程」に定

める。 

（修了の認定） 

第２４条 学校長は前条の成績評価及び「履修規

程」に基づいて、管理運営者会議の議を経て修

了の認定を行う。 

（卒業の認定及び卒業証書の授与） 

第２５条 学校長は本課程に修業年限以上在学

し、学則第２３条に定める授業科目の単位修得

認定を受け、卒業要件である所定の単位を全て

修得した者について、卒業判定会議の議を経て

卒業を認定し、様式１による卒業証書を授与す

る。 

３ 欠席日数が出席すべき日数の３分の１を超

えた場合、卒業することができない。 

 

第６章  科目等履修 

（科目等履修生） 

第２６条 本校においては、開設する授業科目に

対して、本校学生以外の者から特定の科目につ

いて履修申請があった場合でも、科目履修生と

して当該科目を履修することを認めない。 

 

第７章  賞  罰 

（表 彰） 

第２７条 学生として表彰に値する行為があっ

た者を管理運営者会議の議を経て学校長は表

彰することができる。表彰に値する行為とは次

のとおりとする。 

（１）学校長賞 在学中に成績及び出席率が優

秀で、他学生の模範となった者 

（２）皆勤賞 在学中無遅刻無欠席で努力した

者 

（３）精勤賞 在学中無欠席で努力した者 

２ 前項に掲げる賞のほかに表彰に値する行為

があった者がいる場合には、管理運営者会議の

議を経て、別途、賞を設け表彰する。主な内容

は次のとおりとする。 

（１）ボランティア活動 地域に貢献した者 

（２）学術的活動 卒業研究や学会等での論文

や発表が優秀な者 

（３）スポーツ活動 クラブに所属し専門学校

主催の大会で優秀な成績

を修めた者 



 

（懲 戒） 

第２８条 本学の規則に違反し、又は学生として

の本分に反する行為をした者は、管理運営者会

議の議を経て学校長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学、戒告とす

る。 

３ 前項の退学は次の各号のひとつに該当する

学生に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認めら

れる者 

（２）学力劣等で成業の見込みがないと認めら

れる者 

（３）正当な理由がなくて出席が常でない者 

（４）学校の秩序を乱し、その他学生としての

本分に反した者 

（５）同学年を２年以上留年する者 

 

第８章   納付金、健康安全管理、図書管理、

学校防災管理、施設設備管理 

（納付金） 

第２９条 本校の入学検定料・入学金・授業料は

別表２のとおりとする。 

２ 既に納入した納付金は原則返還しない。但し、

特別な理由があると認められる場合に限り、

入学金、入学検定料以外は、返還する。 

３ 新年度１年間休学の場合、前年度までに休学

届が提出された場合、授業料は徴収しない。 

４ 学生が退学を許可された場合、また退学を命

じられた場合においても、その学期の授業料

等は徴収する。 

５ 納付金に関する事項は「学費納付に関する規

程」に定める。 

（健康安全管理） 

第３０条 学校保健安全法第１３条の規定に基

づき、管理運営者会議の議を経て学校長は学生

に対して、毎年１回以上の健康診断を実施する。

また、特に必要と認めたときは、臨時にこれを

行う。 

２ 前項に定める健康診断、その他学生の健康安

全管理に関し、必要な事項は、「健康管理規程」

に定める。 

（図書管理） 

第３１条 図書、その他の文献及び研究資料を収

集保管し、学生及び教職員の閲覧に供するため

図書室を設ける。 

２ 図書管理に関する事項は、「図書管理規程」

に定める。 

（学校防災管理） 

第３２条 火災及びその他の災害の防止の為に、

本校に防火管理組織及び自衛消防組織を設ける。 

２ 学校防災管理に関する事項は、「学校防災規

程」に定める。 

（施設設備管理） 

第３３条 本校の敷地、校舎及び実習室並びに機

械器具、備品等の物品の適正且つ効率的な活用

を目的として、施設設備管理に関する事項及び

物品管理に関する事項を、本校「校舎管理規程」

及び「物品管理規程」に定める。 

 

第９章  奨学制度 

（奨学金） 

第３４条 本校に奨学制度を設ける。詳細は別表

４に定める。 

 

第１０章  雑  則 

（学則の改廃） 

第３５条 学則の改廃は、管理責任者会議の議を

経て、学校法人大阪滋慶学園 理事会で承認を

受ける。 

 

附  則 

 

１．この学則は平成２７年４月１日より実施する。 

２．この学則は平成２８年４月１日より実施する。 

３．この学則は平成３１年４月１日より実施する。 

４．この学則は令和２年４月１日より実施する。 

５．この学則は令和３年４月１日より実施する。 

６．この学則は令和４年４月１日より実施する。 

７．この学則は令和４年１０月１日より実施する。 

８．この学則は令和５年４月１日より実施する。 


